
 

‐ 65 ‐ 

環境資源担当 
 
１ 業務の概要 

環境資源担当は､本市の環境保全対策事業等に

おいて､主として環境工学的な立場から、廃棄物の処

理・再利用に関する技術開発や対策方法の検討を

行うとともに、土壌修復や悪臭処理などの環境汚染

防止に関する調査研究に取り組んでいる｡即ち､発生

源および環境における環境汚染実態調査､その原因

解明や環境汚染防止対策の検討を行い､市民の健

全な生活環境の保全のために技術的な側面からの

研究業務を行っている｡また､環境汚染防止や環境

保全の技術についての相談等を市民や企業より受け

ている｡さらには､建材（スレート等）中の非飛散性アス

ベスト検査業務を平成 18 年度より開始している。 

本年度も､廃棄物の処理･処分に伴う環境保全対

策に関連する焼却工場の排ガスや排水処理につい

て技術開発に取り組むと同時に､大阪市内の土壌中

のダイオキシン類調査および埋立処分地からの発生

ガス実態調査を行った｡また、環境省の化学物質環

境実態調査を受託して実施した。 

 
２ 検査業務 

本年度は、市民・企業や大阪市からの土壌汚染に

関連する相談を受けて、3件の土壌の分析を行った。

また、市有地から出てきた廃棄物の分析や悪臭に関

する分析もそれぞれ 1 件ずつ行った。 

 
３ 調査研究業務 
(1) 焼却工場排水処理の適正化に関する調査研究 

本調査研究では、焼却工場における排水の各発

生源の水質および各処理工程での処理効果を把握

し、使用薬品や操作方法などの排水処理システムを

見直し、処理効率の向上を図ることを目的としてい

る。 

西淀工場の洗煙排水系統の水質変動を把握する

ために実態調査を実施するとともに、凝集沈殿処理

に用いられている重金属処理剤（液体キレート）の添

加量を減らした場合の処理水質に与える影響を室内

実験および実証実験で調査した。現在使用中の液

体キレートが水銀と銀を特異的に吸着するものである

ことから、室内実験および実証実験では水銀濃度の

みに着目した。 

1) 実態調査では重金属濃度の測定を行った。洗

煙排水原水の水銀濃度は 0.44～0.80mg/L であり、

前年度と同レベルであった。凝集沈殿処理で充分に

除去され、後段の水銀吸着塔を通す必要のないレベ

ルまで低減されていた。鉛は洗煙排水原水では排水

基準を超える濃度であったが、凝集沈殿処理によっ

て 95％以上除去され、最終処理水では定量下限未

満であった。他の重金属は原水濃度が排水基準を

下回っていた。 

2) 室内実験では、液体キレート剤を添加した凝集

沈殿処理により水銀濃度を 0.01mg/L 以下にするに

は現在の 25％の添加量で充分であり、それ以上添

加しても水銀濃度をさらに低減する効果は少ないこと

が分かった。後段に水銀吸着塔も設置されているの

で、液体キレートの添加量を現状から削減できると考

えられた。 

3) 実証実験では、洗煙排水原水の水銀濃度が

通常の変動範囲内（概ね 1mg/L 以下）であれば、キ

レート添加量を現状から 40％程度削減できることが

分かった。添加量を減らした場合には凝集沈殿処理

での水銀の除去率が低下したが、水銀吸着塔処理

水では１例を除いて排水基準以下になり、最終放流

水ではいずれも排水基準を充分に満たした。室内実

験と実証実験で除去率に差が見られたことが課題と

して残った。 

 
表2-6-１ 実証実験での液体キレート添加率と

処理成績の関係 
凝集沈殿処理水 凝集沈殿処理

水銀濃度 水銀除去率
(mg/L) (％)

1370 0.0032 99.0
1600 0.0067 98.8
1710 0.0066 98.0

(現状) 2280 0.0035 99.4

(ppm)

液体キレート
添加率

 
 

(2) 工場搬入ごみの調査による将来的なごみ質

の予測手法の開発 
本調査研究は、今後の焼却工場の設計に用いる

ために、現状のごみ質(発生量，発熱量)を把握し、そ

れらの将来的な変化を予測する手法の開発を目的と

したものである。ごみ質予測モデルの作成とこれに必

要なデータを取得するために、ごみ分析を行った。 

予測モデルの作成手順は、つぎのように行ってい

る。まず、文献調査により、大阪市における各家庭か

ら発生する市民一人一日あたりのごみ組成別重量と、

各事業所から発生する業種別の従業員一人一日あ
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たりの組成別重量を推定した。この推定値と、国勢調

査などの統計データから、大阪市内で発生するごみ

重量と組成別重量を推定した結果、実際に分析した

現状のごみ質をほぼ再現することができた。 

ごみの発生は、有料化やリサイクルの取組などの

行政施策や、高齢化等の社会構造の変化によって

変わってくる。今後は、このような要因に対応できる予

測モデルを構築する予定である。 

大阪市では、昭和 33 年から工場搬入ごみの分析

を実施しているが（(5)参照）、この分析方法では、ご

みの各組成の水分を測定することができていない。ご

み質の予測モデルでは、組成の変化による水分量の

変化を把握する必要があるので、本分析では乾燥前

に組成の分類を行っている（湿基準という）。そのごみ

組成について、10 回の調査での平均値は、図 2-6-1

に示したとおりである。紙(40%)、プラスチック(16%)、厨

芥(13%)が多く含まれており、これら 3 つの組成で全体

の 70%程度であった。 

紙

プラ
厨芥

繊維

木草

不燃物

その他

図1　工場搬入ごみの調査結果(湿基準)図 2-6-1 工場搬入ごみの調査結果 
 

 
(3) 排ガス中重金属類に関する調査研究 

フッ素、ホウ素、水銀およびその他重金属は工業

的に幅広い用途を持つため、その特性に応じて多種

多様な製品に使われている。生活用品等に使用され

るこれらの物質は廃棄物として焼却工場へ搬入され、

燃焼プロセスにおいて排ガスに移行する可能性があ

る。本研究では、①排水処理での負荷の軽減を目的

とし、排ガスを水洗する前の段階での効率的な低減

手法について、②焼却工場を重金属の濃縮施設とし

てとらえ、飛灰を対象とした効率的な重金属回収に

ついて、検討を行った。 

 

ア 排ガス処理での削減状況の調査 

バグフィルター（BF）での消石灰噴霧および洗煙

処理によりガス状フッ素の低減が見込めることが分か

った。またホウ素は洗煙処理により低減され、水銀に

ついては BF での消石灰噴霧の有無による低減率の

違いが見られたが、洗煙処理では濃度変化が見られ

なかった。 

 

イ 飛灰からの重金属回収の検討 

飛灰中の重金属の含有量を調べ、山元還元で要

求される濃度と比較した結果、銀については水洗等

により濃縮することができれば山元還元の可能性が

あると考えられた。しかし、他の金属類では、有価物

として回収するには相当の濃縮操作が必要と予想さ

れた。 

また、飛灰中水溶性物質の洗浄による、灰での難

水溶性金属の濃縮の可能性について検討した。その

結果、濃縮倍率は平均値で 1.7 倍と低かったことより、

洗浄による濃縮は困難であると結論づけた。 

 
(4) 焼却灰中に含まれる有害物質に関する調査

研究 

大阪市では、焼却灰の埋立処分を実施するときに

は、溶出試験を実施し埋立基準を超えていないこと

を確認しているが、溶出試験の際に、比較的高い数

値を示す現象が見られている。そのため本研究では、

焼却灰の分析や室内実験によって、重金属の溶出

特性や挙動を把握するとともに、重金属の溶出量を

抑制する具体的な対応策について検討している。対

象とする重金属は、時折、高い数値を示す例が報告

されている鉛と六価クロムとした。本年度は、焼却灰

からの鉛の溶出について実態把握を行った。 

焼却工場で採取した主灰から、鉛が高い濃度で溶

出する事例が見られた。飛灰についてはいずれも埋

立基準を満たしていた。これは、キレート処理後の飛

灰を実験に用いているためであり、焼却工場で行わ

れているキレート処理が適切であることがわかった。

また、主灰を風乾することにより、鉛の溶出が減少す

る傾向が見られた。焼却灰中の鉛の全量に対する溶

出量の割合（溶出割合）を求め、pH との関係を求め

注：焼却工場からは、２種類の焼却灰が発生する。ひとつは、焼却時に燃えがらとして焼却炉の下部か

ら排出されるもので、本概要では「主灰」とよんでいる。もうひとつは、ばいじんとして焼却排ガス

とともに移動し、処理装置で捕捉されるもので、｢飛灰」とよんでいる。埋立処分をするときには、

これらは一緒に処分されるので、両者を合わせて「焼却灰」とよんでいる。 
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た結果（図 2-6-2）、pH が 12 以下の場合にはほとん

ど鉛は溶出していないが、pH が 12 以上になると急激

に鉛の溶出割合が増加していた。そのため、鉛の溶

出には溶出液の pH が大きく影響していると考えられ

た。 

以上の結果を踏まえ、次年度は重金属の溶出防

止対策の実行可能性について検討していく。ただ

し、焼却灰で六価クロムが比較的高い濃度で溶出

している事例が報告されていることから、六価ク

ロムを含めた対策案を検討する必要がある。次年

度は六価クロムの実態把握についても行う。 
 
(5) ごみ焼却工場における搬入ごみの組成に関

する調査研究 
大阪市の各焼却工場に搬入されたごみの組成

に関する調査研究を行った。 
大阪市環境局では、10ヶ所の焼却工場で、年に

4回の試料採取を行い、ごみ組成の分析を行って

いる。各工場における分析作業では、ごみピット

からの試料を縮分、採取、乾燥し、これを分類して組

成を求めている。可燃物は破砕し、各組成について

三成分(水分、灰分、可燃分)、発熱量の測定および

炭素・水素の元素分析が行われる。平成19年度は

40件の試料について調査が行われた。 
この測定結果は、破砕された試料とともに研究

所に持ち込まれる。研究所ではこの試料を用いて、

塩素、硫黄および窒素の元素分析を行い、さらに

測定結果について疑問と思われるものについて

クロスチェックを行っている。分析結果は、統計

処理を行い、組成や発熱量のばらつきを確認して

いる。なお、この調査は昭和33年より行われてい

るものである。 
平成 19 年度の組成比率は図 2-6-3 のとおりであり、

紙が全体の 40%程度を占めていた。  

 紙

プラ．ゴム
 厨  芥 繊  維

 木  草

雑物

不燃物

図3　工場搬入ごみの調査結果(乾燥基準)図 2-6-3 工場搬入ごみの調査結果（乾燥基準）  
 

(6) ごみ焼却工場におけるダイオキシン類測定

データの解析 

ア 排ガス、焼却灰、排水のダイオキシン類濃度 
大阪市の焼却工場におけるダイオキシン類排

出濃度は、法規制の対象となっている排ガス、焼

却灰、排水について、全ての試料で基準値を下回

っていた｡一方、ばいじん等については現在、｢廃

棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれるダイオ

キシン類の量の基準及び測定の方法に関する省

令｣において、セメント固化、薬剤処理等を行っ

ているものは法規制の対象外となっており、全て

の工場がこれに該当しているため、分析を実施し

ていない｡ 
 
イ 粒子状ダイオキシン類の排ガス処理での低減 
排ガス中ダイオキシン類について、ガス状およ

0
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図２ 鉛の溶出割合と溶出液のpHとの関

○：A工場 風乾後の主灰

●：A工場 風乾後の主灰（鉛の溶出量は検出されず）

◇：B工場 風乾後の主灰

◆：B工場 風乾後の主灰（鉛の溶出量は検出されず）

□：A工場 湿潤状態の主灰

■：A工場 湿潤状態の主灰（鉛の溶出量は検出されず）

△：B工場 湿潤状態の主灰

×：乾燥させた飛灰（鉛の溶出量は検出されず）

＋：採取してすぐの飛灰

×：採取してすぐの飛灰（鉛の溶出量は検出されず）

図 2-6-2 鉛の溶出割合と溶出液のpHとの関係 
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び粒子状の測定結果を排ガス処理フローごとに

検討を行ったところ､粒子状のダイオキシン類濃

度は集じん効率に依存することが分かり､施設で

の集じん器の運転管理の重要性が示唆された｡ 
 
ウ 最終放流水中ダイオキシン類の低減 

最終放流水中ダイオキシン類のうち、現状の処理

法では低減が困難である溶存態のダイオキシン類や

Co-PCBs が高く見られる工場がいくつかあった。今

後も高濃度が続くようであれば、溶存態については

新たな処理法を開発する必要がある。また Co-PCBs

については粗大ごみの分別の徹底およびプラント排

水処理系統の見直しが必要であると考えられた。 

 
エ 平野工場および周辺環境中ダイオキシン類濃度 
平野工場から排出されるダイオキシン類が周

辺環境に及ぼす影響を調べるために、排出ガス、

工場敷地内大気、周辺大気および周辺土壌を調査

した。その結果、それら全てが排出基準もしくは

環境基準を下回っていた｡また、排出ガス中と周

辺環境中ダイオキシン類の同族体パターンは異

なっており､平野工場が周辺環境に及ぼすダイオ

キシン類の影響は小さいと推測された｡ 
 
(7) ごみ埋立地から発生するガス調査 

廃棄物の最終処分場からは､埋立物の分解に伴っ

てメタンや悪臭が発生する｡引火性を持ち、かつ地球

温暖化ガスの一つとしても知られるメタンガスの発生

量の把握､跡地利用のための埋立地の安定化及び

安全性､臭気の周辺環境に及ぼす影響を評価するた

めに､旧鶴見処分場(鶴見緑地)､北港処分地北地区

(舞洲地区)および北港処分地南地区(夢洲地区)に

おいて、年 2 回の発生ガス調査を行った。 
 
ア 鶴見緑地 

現存するガス抜き管は 3 本のみである｡3 本のガス

抜き管からの 1 日当たりのメタン発生量は、平成 13

年の管の改修後と比較すると大きな減少は見られず、

今後も発生し続けるものと考えられた。 
 
イ 舞洲地区 

現存する 25本のガス抜き管のうち、メタンが 15%(経

験的に、舞洲地区の発生ガスが燃えた濃度)を超え

ていたのは夏季で 3 本、冬季で 1 本であった。処分

地全体からのメタンの総発生量は、夏季で約 750m3/

日、冬季で約 500m3/日と推定され、この６年間では

同程度で推移していた。 
 
ウ 夢洲地区 

現存する 68 本のガス抜き管のうち、メタン濃度が

15%を超えていたのは、夏季で 3 本、冬季で 2 本であ

った。それらのいくつかについてはここ数年、高濃度

の状態が続いており、今後も監視が必要であると思

われた。処分地全体からのメタンの発生量は夏季で

約 3200m3/日、冬季で約 3500m3/日と推定された。 
 
エ 硫黄系臭気物質 

いずれの処分地においてもほとんど検出されず、

検出されても数 ppm 未満であった。また発生ガスは

大気へ拡散され希釈されるため、周辺環境に及ぼす

影響は小さいと考えられた。 

 
(8) 鶴見緑地の環境調査 

鶴見緑地は処分場跡地であるためにメタンが発生

し､建物内などに侵入してくる可能性があり､過去にト

イレ地下ピットにおいてメタン濃度の上昇が見られた｡

その後、2 箇所のトイレ地下ピットにおいて、濃度の上

昇を抑えるために換気ファンの運転を行っている。 
 
ア トイレ地下ピット 
換気の効果によりメタン濃度は低く抑えられ

ていた。しかしながら、吸気口の目詰まりにより

濃度が上昇するおそれがあるので、定期的に点

検・清掃を行う必要がある。 
 
イ マンホール 

緑地内に分布する雨水・汚水系排水管のマンホー

ルにおけるメタン濃度は、いずれも爆発下限界未満

であったが、他よりも明らかに高濃度であるものがあ

った。特に四季の池附近の 1 地点については爆発下

限界に近い濃度が検出されていた。メタンは引火す

る危険性があるほか、公園内の草木を枯死させる可

能性があるため、今後も厳重な監視が必要である。 

 
(9) 化学物質環境実態調査 

本研究は、環境省委託平成 19 年度化学物質環境

実態調査によって実施し、次の成果が得られた。 
 
ア 水質及び底質に適用する 1-クロロナフタレ

ンの分析法開発 

水質については試料水1Lをヘキサンで振とう抽出



 

‐ 69 ‐ 

し、室温アルカリ分解、硫酸洗浄、シリカゲルカートリ

ッジカラムによる精製を行い、GC/MS-SIM で定量す

る。底質は湿泥 20 g を 1mol/L 水酸化カリウム/エタノ

ール溶液で振とう抽出し、ヘキサン転溶、硫酸洗浄、

フロリジルとグラファイトカーボンカートリッジカラムに

よる精製を行って GC/MS-SIM で測定する。定量は

両媒体とも 2-クロロナフタレン-d7 をサロゲート物質と

した内標準法による方法を確立した。本法は、汎用

型 GC/MS を用いて水質で 1 ng/L、底質で 0.25 

ng/g-dry の検出感度をもち、測定上の妨害となるジ

クロロフェノールを除去することができ、かつ再現性も

高く、環境試料分析に適用できることが確認できた。 

 
イ 初期・詳細およびモニタリング調査 

初期・詳細調査では大阪港（天保山渡）の水と底

質試料を採取し、化学物質 11 種を対象とした実態調

査を行った。11 種のうち水質のジイソプロピルナフタ

レ ン 、 水 ・ 底 質 の 1,1- ビ ス (tert- ブ チ ル ジ オ キ

シ)-3,3,5-トリメチルシクロヘキサンについては分析を

行い、前者は 1ng/L オーダーで、後者については水

質では不検出であったが、底質中には 0.1ng/g-dry

オーダーの濃度で存在することが確認できた。初期・

詳細の他の対象物質およびモニタリング調査の 32 物

質群の分析は他機関に依頼しており、結果は精査の

後１年後の公表となる。 

 

ウ 平成 18 年度調査結果の精査と確定 

平成 18 年度は、大阪市内 4 ヶ所を調査地点に設

定し、初期・詳細調査として 31 物質、モニタリング調

査として 34 物質群を対象に実態調査を行った。この

なかで、分析を外部機関に依頼したものについて、

測定データ（方法、回収率、再現性、クロマトグラム）

の精査が行われ、PCB など POPs 関連 27 物質を除く

と、大阪市内水域から次の物質の検出が新たに確認

された。アジピン酸、フェノバルビタール、シアナジン、

フェニトイン、ベンジルアルコール、ポリ（オキシエチ

レン）=ドデシルエーテル、ポリ（オキシエチレン）=ア

ルキルエーテル、2,4-ジ-tert-ブチル-6-（5-クロロ

-2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル）フェノール、メ

フェナセット、リン酸トリブチル、2,6-キシレノール。 

 

(10) ダイオキシン類環境モニタリング調査(土壌) 

本調査は、平成 12 年 1 月に施行されたダイオキシ

ン類対策特別措置法に伴う大気・水質・底質・土壌・

地下水の常時監視業務として環境局より委託され、

本担当は土壌について行った。 

本年度は、大阪市の 6 区においてそれぞれ 1 地点

の合計 6 地点(学校または公園等公共用地)を選定し、

平成 19 年 11 月 15 日〜11 月 16 日に表層土壌を採

取した。 

試料の採取および分析方法は、「ダイオキシン類

に係る土壌調査測定マニュアル」に準拠した。分析

には、風乾後等量混合した試料 50g を用いた。試料

をトルエンでソックスレー抽出した後、硫酸処理、シリ

カゲルカラムクリーンアップ処理、活性炭分散シリカ

ゲル分画を行い、高分解能ガスクロマトグラフ－高分

解能質量分析計(分解能 10,000 以上)で測定した。 

本調査における市域の土壌中ダイオキシン類濃度

は 平 均 1.9 pg-TEQ/g-dry(0.42 ～ 4.7 pg-TEQ/ 

g-dry)であり、平成 11 年環境庁告示第 68 号による土

壌環境基準(1000pg-TEQ/g-dry)および調査指標

(250pg-TEQ/g-dry)を大きく下回っていた。また、こ

れまで環境省が行った全国調査の濃度範囲内であ

った。 
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図2-6-4 平成19年度調査における大阪市内域の土

壌中ダイオキシン類濃度分布 

 

平成 12～18 年度までの結果と比較すると、本年度

は平成 18 年度と同様に、やや濃度が低い傾向が見

られた。これまでと同様に、市域における土壌中ダイ

オキシン類濃度分布の地域差は見られなかった。 

 

(11) 都市の環境負荷改善に関する対策研究 

本受託研究は､「微生物を用いた廃棄物からの資

源回収技術の研究」と「外来植物が在来植物に与え

る影響とそのメカニズムに関する研究」という副題で､

二つの研究を実施している｡当担当では､前者につい

て実施した｡ 

循環型社会形成推進基本法の下､食品リサイクル

法が制定され、大阪市内を含め、食品廃棄物の資源
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化への要求が高まっており、そのシステム作りには行

政の関与もが求められている。しかし、大阪市では、

今後食品廃棄物の再資源化に取り組む際に必要とさ

れる各種の基礎データの蓄積が不足している。そこ

で本研究では、今後の政策意思決定の参考資料と

するため、大阪市内の地域別食品廃棄物発生量に

ついて推定モデルを構築した。 

 

(12) 産業廃棄物の再資源化に関する分析及び評価 

本調査研究は、企業におけるリサイクルの推進を

図る大阪府東部地区商工会議所リサイクル技術委員

会の依頼によって実施したものである。 

今年度は、産業廃棄物のリサイクルや処理を外部

委託する場合の法制度について整理を行い、Q&A

の形式で事例を示した。また、切削油剤に関するトラ

ブルをもつ企業からの相談に対し、長寿命化につい

ての検討を行った。検討の過程で、切削油剤に由来

する廃棄物量が多く、その減量化が必要であることが

明らかになったので、広く切削油剤全般の長寿命化

について情報収集を行い、手法を整理した。 

 

(13) 大阪市における土壌試料ならびに堆積物試

料中の環境汚染物質の分析・解析 

遺跡発掘現場（細工谷遺跡および難波宮の遺跡）

において土壌試料を採取し、マイクロウェーブサンプ

ル分解装置を用いた重金属類の分析を行った結果、

人為活動の影響が残存している可能性が考えられた。

図 2-6-5 に示したように、クロムとニッケルの相関関

係から、人為的なクロムまたはニッケルの汚染の可

能性が示唆された。さらに、細工谷遺跡においては

人目につかないように造られた蓋付きの溝（暗渠）が

発掘された。その溝中の土壌の重金属濃度と鉛同

位体比を分析することで、暗渠の使用目的について

検討を行ったが、明確な結果は得られなかった。 

長崎県内のため池で採取したコア試料について鉛

同位体比を測定した。その結果、大阪市のため池や

大阪湾で採取したコア試料と同様の歴史的な鉛同位

体比の変遷が見られており、日本における産業活動

の影響が広範囲に広がっていることが推測された。

特に近年においては、産業活動などで負荷された鉛

の同位体比は、日本のどの地域においてもほぼ同じ

値を示す可能性が考えられた。なお、原爆による環

境への影響は明らかとならなかった。 

 

(14) 海面埋立廃棄物処分場酸化池における硝化

活性阻害克服の検討 

大阪市の海面埋立型廃棄物処分場酸化池内水

における硝化の阻害要因を調査し、これを緩和

する方法を検討すると共に、硝化活性を促進す

るための条件検討を行った。 
現地の硝化細菌が集積したひも状接触材を、ア

ンモニウムイオン添加濃度を変えた人工合成

培地中で培養し，ひも状接触材から剥離または付

着状態，リン酸添加の有無，温度条件を変え，高

濃度アンモニウムによる硝化活性阻害の程度を

比較検討し，次の結果を得た。 
1) ひも状接触材付着微生物膜の単位重量あた

りの硝化活性は，内水懸濁物質の約20倍あった。 
2) ひも状接触材付着微生物膜は，付着状態では

図2-6-6 リン酸添加による硝化活性促進効果
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図2-6-5 遺跡発掘現場の土壌試料におけるクロ

ムとニッケルの相関関係 
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高濃度アンモニウムイオンに対する耐性が高か

ったが，剥離して懸濁状態にすると感受性が高く

なった。 
3) リン酸を1μM 添加すると、低水温（13 ℃）

で低アンモニウムイオン濃度域における硝化活

性が促進された。高水温(17℃)では、高濃度アン

モニウムイオンによる硝化阻害を緩和すること

ができた（図2-6-6）。 
 本事業は，大阪湾広域臨海環境整備センターよ

り平成19年度「大阪湾圏域における廃棄物・海域

水環境保全に係る調査研究助成事業」を受託して

調査研究を行った。

 


